
第1回 ・第2回 国際 シンポジウム

「外国籍住民 との共生社会の創造」報告

(横浜研究会)

1.は じ め に

本研究会 は,横 浜 ・神奈川地域 をフィール ドに して,1990年 代 以降ニューカマーの増加が著 しい外

国籍住民の状況 と諸問題,な らびに日本人住民 との社会的 ・文化的葛藤,交 流の解明を通 して,外 国籍

住民 と日本人住民 との共生社会創造の可能性 と提言 を追究する とい うテーマの もとに,2004年 度か ら

調査 ・研 究を行 ってきた。政治 ・経済 ・文化の グローバル化や少子高齢化が進むなか,21世 紀の 日本

社会 は変動を余儀な くされているが,こ の研究テーマは日本社会の変容や諸問題,さ らに日本(人)と

アジア ・中南諸国(人)と の今後の関係のあ り方を考察する上で,主 要なテーマ となると考えて設定 し

た次第である。

幸いに して,本 研究の一環 として,04年 度 ・05年度 に国際 シンポジウム 「外国籍住民 との共生社会

の創造」 を開催す ることができた。

04年 度は教育重点予算 をもとに,2005年3月29・30日 に 「在 日KOREAN」 「在 日CHINESE」

「中国帰国者」 を対象 にして,本 学 においてシンポジウムを開催 した。本テーマ にふ さわ しい中国 ・韓

国 ・アメリカか らの優れた研究者 をは じめとして,横 浜華僑総会長,在 日大韓民国民団事務総長,日 本

人ボランテ ィア等の報告者 をむかえて,「 在 日KOREAN」 「在 日CHINESE」 「中国帰国者」の

歴史的社会的経緯 と日本(人)社 会 との共生に関する問題点 を明 らかにすることができた。参加者数は

本研究会 メンバ ー,報 告者 を入れて33名,32名 と小規模であったが,こ のことがかえって活発 な討論

をもた らし研究 を深めた と考えている。

05年 度 は 「人間科学部」設置予定記念行事の一環 として,「 滞 日LATINOS」 の状況および外国

籍住民の 「人権」 問題 をとり上 げて,05年11月26・27目 に神 奈川大学KUポ ー トス クエ アーで開催 し

た。本テ0マ にふ さわ しい研究者や弁護士,滞 日LATINOS向 け新聞記者,神 奈川朝鮮学校長,N

PO代 表者 などの報告 と討論 を通 じて,事 実認識や問題 の所在が一層深め られた。参加者は67名,53

名 と昨年度 を上回る状況 とな り,本 研究会の研究会活動が広 く社会的に認知 されはじめてきていると思

われる。

研究活動の一環 として,2年 連続 して国際シンポジウムを開催することができたのも,学 長及び理事

会の御理解,御 配慮の賜物 とお礼 申し上げます。 また,2回 にわたるシンポジウムの報告者の中に2名

の本学卒業生がお り このことはまった く偶然で当日分 ったことですが,卒 業生の活躍 の一端 を

見 るこ とがで き,う れ しく思い ました。最後 にな りま したが,シ ンポジウムで御報告いただいた皆様に

改めてお礼申 し上げます。(横 倉節夫)
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H.第1回 国際 シ ンポ ジウムの概 要

第1回 国際 シ ンポ ジ ウム:「 外 国籍 住 民 との共 生社 会 の創 造」

「在 日KOREAN」 「在日CHINESE」 「中国帰国者」の場合

主催 神奈川大学人文学研究所 「外国籍住民 との共生社会の創造」研究会

日時:2005年3月29～30日

場所:神 奈川大学構内(17号 館215会 議室)

第1日=「 在 日KOREAN」 「在 日CHlNESE」 について主 に韓国 ・中国の最近 の経 済 ・社

会状況 と渡 日事情 を中心 に議論 する

午前10:00～10:15〈 主催者(当 研究会)に よるシンポジウムの趣 旨説明 〉

午前10:15～12:45〈 韓国経・済 ・社会の現状 と 「在 日KOREAN」 の渡 日事情 〉

報告者1:韓 国 ・仁川発展研究院,行 政室長 崔源九氏

報告者2:在 日本大韓民国民団事務総長 鄭夢周氏

午後14:00～16:40〈 中国経済 ・社会の現状 と 「在 日CH工NESE」 の渡 日事情 〉

報告者1:上 海社会科学院世界経済研究所 副教授 孫 震海氏

報告者2:T&T社 事業部長 松本文夫氏

報告者3:中 国帰国者定着促進セ ンター 小林悦夫氏

午後17100～18:00〈 全体討論 とまとめ〉

夜18:00～ 〈懇親会 〉

第2日:「 在 日KOREAN」 「在 日CHlNESE」 の 生 活,そ の 歴 史 と現 状 を中 心 に討 論 す る

午前10:00～12:30〈 横 浜(神 奈 川)に お ける 「在 日KOREAN」 「在 日CHINESE」 の コ ミ

ュニ テ ィの歴 史 〉

報 告者1:横 浜華僑 総 会長 曽 徳深氏

報 告者2:在 日朝鮮 人 問題研 究家 呉 圭祥 氏

午 後13:30～16:00〈 在 日KOREAN」 「在 日CHINESE」 「中国帰 国者」 の現状 〉

報 告者1:曹 壽 隆氏

報 告者2:楊 筏 蓉氏

報 告者3:ユ ッカの会 中和子 氏

報告 者4:シ ア トル大学 講 師RobertEfird氏

午後16:20～17:20〈 全体 の 討論 とまとめ 〉

夜 ユ7:30～ 〈懇親 会 〉

(1)第1日 「在 日KOREAN」 「在 日CHlNESE」 につ い て韓 国 ・中国 の最 近 の経

済 ・社会状況 と渡 日事情

午前の部 韓国経済 ・社会の現状 と 「在 日KOREAN」 の渡 日事情

報告者 と報告 タイ トル

①韓国経済 ・仁 川発展研究院 崔源九氏 「経済危機以降の韓国経済」

②在 日本大韓民国民団事務総長 鄭夢周氏 「在 日KOREANの 渡 日事情」
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報告概要①

第一報告者の崔源九氏か ら 「経済危機以 降の韓国経済」 と題 して,1997年 の経済危機の政治経済状

況の説明並 びに今 日の韓国経済状況 と課題についての報告があった。

まず,97年 の経済危機の原因 として非効率的な韓国経済 システムにあった と総括 された。86年 の民

主化運動 を契機 として,韓 国の政治 は大 きく民主化が進展 した ものの,金 融機関の改革 をはじめ とする

経済システムの改革は進展せず,政 治 と不可分の財閥の相互保証制度等 により専横する経済システムは

従前のままであった。 この ことが,国 際市場動向を顧みない一部の財閥の意思決定 と過剰投資 を金融機

関が事実上一体 となって推進することにな り,未 曽有の不良債権 を生み出すことになった。 この ような

経済システムの非効率性が韓国経済の通貨危機の背景 にあった ことが説明 された。

次 に,98年 のIMF勧 告以降劇的に韓 国の経済 システムの改革が進展 した ことが説明 された。IM

Fの 管理下 に入 ることにより,相 互保証制度の禁止 をはじめ とする財 閥優遇策の見直 しとともに一定の

市場経済のルール化な どが図 られた。その後,99年 以降順調 に経済は回復 し今 日に至 っている。

ただ し,現 政権下 において,労 働政策や企業政策が企業活動 を萎縮 させ国の競争力を低下 させている

との課題が指摘 されている。特 に,民 主労働組合系 をは じめ とする労働組合の力が強 く,一 部には 「労

働貴族」 と椰楡 される状況であることが説明 された。

最後 に,近 年 日本への留学 と日本企業への就職希望者は減少 してお り,代 わりに中国指向の学生が増

えてい ることの紹介があった。

報告概要②

第二報告者の鄭夢周氏 から 「在 日KOREANの 渡 日事情」の統計資料付 きレジュメとパ ンフレッ ト

「全同胞の心 をひとつ に明るい在 日同胞社会 を」 とともに在 日KOREANを め ぐる ミクロとマクロの

両視点か ら多民族共生社会 をめざした以下のような報告があった。「なぜ在 口KOREANが 日本 に」

では,歴 史的 に植民地以降 を時系列的 に説 明された。一例 として,敗 戦時には強制連行約66万 人,軍

人軍属が37万 人余 りと報告 された。

「在 日KOREANの 人口動態」では,戦 後60年,な ぜ61万3千 人か?と の副題で,1.45-46年

の大量帰国,2.北 朝鮮への帰国,3.国 籍変更,4.婚 姻 による減少,5.少 子化の影響 についてそ

れぞれ報告 された。

「外 国人(在 日KOREAN)の 存在」では,日 本の国際化のバ ロメーターとの副題で,1,日 本に

おける外国人の特徴,2.外 国人の地位,3.在 日KOREAN:61万3千 人 について報告 された。

「在 日KOREANの 問題」では,1.20世 紀の世界の課題か ら(20世 紀の世界の課題(三 重苦)と

ともに),2.偏 見 と差別 はいつか ら:日 本の近代史の存在その ものが知 られていない,3.人 権問題

と同義語一 「人権教育のための国連10年 」の重要課題,4.克 服への努力 について報告 された。

「多民族共生社会 をめざして」 では,一 一世界の中の 日本,ア ジアの中の 日本 を一一 を副題 に,1.

「だれ もが」 「安心 して」 「豊かに」生 きるために,2.一 人一人の心の問題,3.人 間尊重,人 間復興

の世紀 となることを…… しか し,新 たな対立が,に ついて報告 された。

全体 を通 じて,マ クロの視点 として,日 本の発展 に寄与する在 日同胞の視点が示 された。 日本 は,在

口KOREANの 人々の人権を確立することによ り,人 権先進国 としてアジアで真の リーダーシップを

発揮することにな り,一 方,在 日同胞は,帰 化せずに在 日KOREANと して生 きてい くことにより,

日本の内なる国際化 に寄与する存在 となる,と の考 えが示 された。 さらに,ミ クロの視点か らは,一 人

一一人の心の問題 として
,「違い」 を認め合 うことから始めることの重要性が確認 された。

最後に,不 幸 な歴史のみでな く歴史的な文化交流 もなされて きたこと並びに在 日KOREANの 人権

を尊重するように日本社会 と日本人の意識 も変化 している現状 について報告 された。 これ らの萌芽を各

人が進展 させ ることによって,日 本社会 とアジアの平和 に連なることが確認 された。
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質疑応答

以下の質問があ り次のような回答がなされた。

質問(無 職)

回答(鄭 氏)

回答(崔 氏)

質問(教 師)

回答(鄭 氏)

回答(崔 氏)

質問(ラ イター)

回答(鄭 氏)

回答(崔 氏)

なお,

「朝鮮」 という言葉について

「朝鮮語」から 「ハ ングル語」のように変わってきているが,日 本政府 としては

「韓国」 という言葉についての もう少 し配慮が必要。

「朝鮮」 について特 に悪いイメージはない。

韓国の小学生は 日本が好 きか否か

愛憎相半 ばしている。

教育 とマスコ ミの影響力が大 きい。 日本は嫌いだけ ど日本人は好 き。

サ ッカーの試合で見た韓国の北朝鮮 に対する感情 について

サ ッカーの試合等は特殊 な状況であ り過激な応援 を一般化 して論ずるのは危険

である。在 日と韓国では北朝鮮 に対する感情は少 し違 う。

若い人は北朝鮮 に悪いイメージがない。韓国のテレビも好意的である。

フロアーから,進 歩的知識人 とされる人達が北朝鮮 を擁護 して きたことが,「拉致問題」 をは

じめ とする北朝鮮 を取 り巻 く様々な問題の解決 を未だに困難に していると思 うが,こ れについて大学の

研究者は どう思 っているのか との質問がなされた。

これに対 して,主 催者側の横倉か ら,同 感する ところがあ ります,多 様 な問題意識 を持 ってこのシン

ポジュームを活用 して議論 を深めていただきたい旨の発言があ った。

また,こ れに関連す る回答 として鄭氏か ら,94年 に横 田さん夫妻が相談 に来 て以来,政 治的 に利用

されない ように留意 しつつ民団 として可能な限 り助力 を続 けている,ま た,北 朝鮮か ら70人 程度 日本

に来ているが これ らにも援助 している,と のことであった。

(兼 子良夫)

午後の部 中国経済 ・社会の現状 と 「在 日CHINESE」 の渡 日事情

午後 の部では,1990年 代以降成長の著 しい中国経済 と社会状況,こ れに伴 う 「在 日CHINESE」

(ニューカマー)の 渡 日事情,さ らに 「中国帰国者」の実態について報告,討 論 を行 った。

報告1.上 海社会科学院副教授 孫震海氏 「幾つかの側面か ら,上 海及び中国の経済発展 と社会状況

を見 る」要旨

中国経済は沿岸部 を中心 に成長が著 しいが,そ こにはい くつかの問題点がある。その第1は 中国経済

が 「外向型経済」 という構造をもつ点である。 この ことは,中 国が世界の工場 になった とはいえ国外市

場 を中心 に展 開 していることと,外 資の利益 の吸収による中国企業及び労働者の損失や沿岸部地域間た

とえば珠江デルタ地域の熟練労働力不足問題 の生起 をもたらしていること,の2つ の問題を生みだ して

いる。第2は エネルギー ・資源の海外依存が高 くなってお り,沿 岸部では電力供給 も厳 しい状況 となっ

ている。 こうした中で,上 海市では経済 ・貿易 ・金融 ・ 「航」運の4つ の中心 をめ ざしてお り,「 航」

運 についてはその整備 も進んでいる。 しか し,こ の中心は,国 内の中心なのか,ア ジア太平洋地域の中

心 なのか,世 界の中心 なのか,ま たその整備 を段階的に推進 してい くのか,な ど結論はでていない。 さ

らに,上 海では 「総部経済」概念がブーム となっているが,そ の明確 な定義 はなされていない。しか し,

その特徴 として,巨 大多国籍企業の地域本部あるいは特定の機能を担当する本部 を誘地 して,上 海市 を

産業連関の最高の部分 にお くこと,そ して税収 を増 やすこと,が あげられる。以上の問題点をかかえな

が ら,ま た2010年 の上海万博以後の持続的な発展 をどの ようにすべ きかの問題 を考 える必要があるが,

中国さらに上海市の経済 は拡大 している。 これに伴 って,日 本人の華東地域での長期滞在 は4.4万 人

に達 してお り,逆 に中国人の渡 日も増加 している。中国人の渡 日は,「 留学」 と日本企業への 「就職」
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が大 きな要因である。留学者は一人 っ子政策 もあって私費留学生が増 えてお り,ま た大学卒生 を中心に

日本企業 に 「就職」 して渡 日する者 も増 えている。また今後は,日 中両国で事業にたず さわる者 も増 え

るだろう。

報告2.T&T社 松本文夫氏 「中国連携 ビジネスと中国技術者の在 日状況」要旨

当社 は情報 システム構築事業 を主 な事業 としてお り,1992年 に中国 ・上海に合弁企業 を設立 した。

中国 との連携 ビジネスは,全 体 的なコス トダウン,中 国の優秀な技術者活用 による技術力向上などによ

るが,設 計は当社,製 造は合弁会社 と役割分担 をしている。 日本での受注増加や中国への日系企業の進

出に伴 う受注増加 によって,当 社で も中国人技術者 を採用,活 用 している。この中国人技術者 を日中両

国語がで き,設 計 と製造の橋渡 し役 となるブ リッジSEに 育成 して活用する方針の もとに,日 本語教育

と技術教育 を行 っている。中国で6ケ 月 日本語教育 を行い日本語3級 レベルに達す ると,当 社は正式 に

雇用契約 を結び,日 本で教育を行 う。この時,長 期 ビザ を取得 させ,来 日後2年 で日本語1級 レベルに

まで上げ,さ らに技術面では配属 したプロジェク トの管理者 ・リーダーによる教育を行 っている。賃金

は基本的には日本人 と同等扱いであ り,日 本語 ・技術面の レベルの高い技術者は平均的な日本人社員よ

り高 くなる場合 もある。中国人技術者は数年 は日本で仕事 を し,そ の後 中国へ戻 って合弁企業でブリッ

ジSEの 仕事 をして もらうことを考 えてい る(一 部帰化する技術者 も出ることを予想 している)。 日本

での生活 は,当 初会社の寮に居住 させてい るが,2年 ぐらい経過すると1人 で住みたい等の理由で,ア

パー トに移 っている。生活面での トラブル(油 で流れの排水口を詰 らせた り,ゴ ミ出 しな ど)は あるが,

仕事 に対 しては熱心であ り,自 分のスキル,キ ャリアパスに関して向上心が高い。ただし,条 件の良い

企業に突然転職する者 もいる(退 職率10%)。 今後 も当社では中国人技術者を採用 ・活用す る方針であ

る。

報告3.中 国帰国者定着促進センター 小林悦夫氏 「中国帰国者の実態」

「中国帰 国者」 は,戦 前 に満洲国に満蒙開拓団 として渡 った日本人の うち,戦 後 の引 き揚後 も残った

人達,つ ま り 「残留孤児」「残留婦人」で帰国 した本人及 びその家族 をい うが,現 在 まで国費で帰国 し

た人数は約2万 人である。 しか し,そ の他 に 「よび寄せ家族」 「養父母」 もお り,そ の人数は国費で帰

国 した人数の4～5倍 いるとみ られる。現在,「 孤児」の年齢 は60歳 代半 ば,「 婦人」は70～80歳 代で

あ り,そ の2世,3世,4世 もいる。 日本社会定着 のプロセスは,国 費での 「帰国者」の場合,埼 玉県

と大阪府 にある定着促進セ ンターで6ケ 月の研修(日 本語や生活習慣等)を 受けた後,各 地の定着地で

居住 しなが ら,全 国12ケ 所ある第2次 セ ンターで8ケ 月間学習す る。1世 の場合,非 あるいは半識字

者が多 く,ま た年齢要因 もあって日本語の習得は困難であ り,2・3世 の方が習得は早い。 さらに第3

次セ ンター(東 京 ・大阪 ・福 岡)で は,「 よび寄せ家族」 も対象 となってお り,こ こでは通信教育 とス

クーリングが行 われている。最後 に,定 住型外 国人問題で 日本語習得や生活習慣等で最初 に問題 を示 し

たのは 「中国帰国者」であ り,そ の後ニューカマー問題への対応でそれが役 に立 っている点や,日 本企

業の受入れ体制の不整の点が指摘 された。

以上の報告のあとに,質 疑 ・討論がなされたが,簡 単に記 してお く。中国では政治は共産党支配,経

済は 日本以上 に資本主義的であるが,中 国人は政治 と経済 を異なる体制 と考 えているか,ま た中国国内

の格差は解消するのか,と い う問題で,孫 氏か ら経済発展のためには政治の安定が不可欠であること,

格差解消はす ぐには困難である,と の回答がなされた。「中国帰国者」では,小 林氏か ら報告 を補足す

る形で,定 住地が東京 ・神奈川 ・大阪の大都市圏の他 に出身地である長野や東北各県 などにちらばって

いる点や,1・2世 の就職困難や経済的困難(年 金がでない等),さ らに子供の言語習得 とかかわって

学習言語 として中国語 を母語 として学習 し,日 本語は第2言 語 とすることが望 ましいこと,が 指摘 され

た。この他 に,今 後 日系企業 は労働組合を重視すべ きとの意見 も出された。

(横倉節夫)
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(2)第2日 目一 「在 日KOREAN」 「在 日CHlNESE」 の生活,そ の歴史 と現状 を中心 に

まず午前の部では,横 浜 ・神奈川地域 におけるその伝統的なコミュニテ ィについて報告 されたが,横

浜華僑総会長曽氏 による横浜中華街の報告の概要は以 下の通 りである。今 日,横 浜 中華街 といえば レス

トラン経営が 目立つが(500店 舗の うち240が レス トラン),戦 前は10数 軒 にす ぎなか った。開港時に中

国人は経済的理由によって移住 してきたが,職 業 も多様であった。 しか し,日 本人の職業 に影響 を与え

る職業の禁止や関東大震災 によって打撃 をうけ,戦 後は焼け野原の中か ら復興 してきた。 レス トランが

一挙 に増加 したのは1972年 の 日中国交 回復後であ り
,同 時 にこの時期に台湾系住民の帰化が増加 した。

現在,大 陸系 と台湾系住民がいるが,政 治的に対立 している面 もあるが(共 産党 ・国民党の対立,し か

し国民党 も台湾独立 となると大陸系 に近寄る),文 化的アイデ ンテ イは同質であ り,関 帝廟の再建や街
づ くりで協力 しあっている。 とはいえ,2つ ある中華学校 は漢字が違 うため1つ にするのには無理があ

る(1946年 に学校は再建 されたが,52年 に2つ に分れる)。 また,横 浜 ・神戸 ・長崎はオール ドカマー

の街であ り,ニ ューカマーは池袋等に集中 してお り,オ ール ドカマー とニューカマーの接触はほとんど

ない。中国人と日本人の共生 は,互 いに耳 をかたむけ忍耐することから始 まる。

ついで呉氏 の報告 は,「 在 日コリア ン」 とい う用語 を,植 民地時代 に日本 に来た人 とその子孫,本 国

の民族の1構 城 員である,と い う2つ の点で理解 してほ しい,い う点か らは じまり,在 日コリア ンの発

生,形 成 ・展開が語 られた。そ して,在 日コリアンコミュニティを支える理念 として,祖 国の統一,日

本永住化 に伴 う生活権利擁護iがあ り,そ の手段 として,朝 鮮総連等の同胞団体,朝 鮮学校 を中心 とす る

民族教育等がある。今後の課題 としては,世 代交代 や意識の変化,祖 国 ・民族 との隔離が進む中で,い

かにして民族的アイデンテイーを維持発展 させ,コ リアンコ ミュニテ ィを存続 させ るか,が あげ られる。

また,日 本社会 と共生する同胞社会の構築,つ ま り差別の是正や 日本 における多文化共生社会へ の寄与

も今後の課題 として語 られた。(横 倉節夫)

第2日 の午後の部では4名 の報告者がそれぞれ異なった立場 から 「在 日KOREAN」 「在 日CHI

NESE」 「中国帰国者」の現状 について報告 した。

曹寿隆氏 は,在 日大韓民国民団青年会中央本部会長を務 め,ま た,県 立高校の教員 として韓国語 を教

えておられる。曹氏はオール ドカマーの一員 としての自己の成長の過程 を振 り返 りつつ,在 日KORE

ANの 子供や青年 をとりまく環境 と制度,了 供の目か らみた将来への見通 し,ア イデ ンテ ィテ ィの持 ち

方など,オ ール ドカマーの青少年に関する現状について報告 した。

楊筏蓉氏 は,16年 前 に留学 のために来 日した在 日CHINESEの ニューカマー としての立場か ら,

外国籍住民 自身の日本社会への参加に関す る報告 を行 った。楊氏 は現在国際交流 ラウンジや高校な どで

中国語 を教 えつつ,医 療通訳派遣 コーディネー ター兼通訳,横 浜市男女共同参画推進審議会の委員 など

の地域活動 にも積極的に参加 してお られる。

中和子氏 は,ホ ス ト社会側の立場か ら,横 浜での外 国籍住民や中国帰 国者への支援の現状 について報

告 を行 った・中氏の参加するボランテ ィアグループ 「ユ ッカの会」では,中 国帰国者 をは じめ,国 籍 も

年齢 も実 に多様 な外国籍住民 を対象 として支援活動 を行 っている。横浜市内や神奈川県内で行われてい

る成人を対象 とした日本語学習支援,外 国にルーッをもつ子供 の学習支援や進学 に関する相談,外 国か

ら帰国 した(あ るいは移 り住んで きた)お 年寄 りの生 きがい作 り,さ まざまな行事 を通 じた地域での交

流活動,多 様 な生活支援について,現 状が報告 された。

最後 に,シ ア トル大学のRobertEfird氏 が研究者の立場か ら外国籍住民の現状 と市民活動 による支援

について報告 を行 った。外国籍住民の子供たちにとっては居住所づ くりも重要であるが,横 浜市内にお

いて行われているホス ト社会側の 日本人の若者 による支援 についての調査報告があった。

このセ ッシ ョンには,当 事者である外 国籍住民の立場からはオール ドカマーとニューカマーが,ホ ス
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ト社会側か らは外 国籍住民 に対する支援者が,さ らに横浜 をフィール ドとして調査 を行 ってきた研究者

が一同に会 し,そ れぞれの視点で共生社会 としての現段階の報告 を行 うことができた。 この点に大 きな

意義があったと考える。外国籍住民 といっても一様ではない。オール ドカマーに代表 されるように母語

が 日本語である外国籍住民 もいる し,逆 に中国帰国者や日本人 と結婚 した外国人のように,現 時点の国

籍は 日本であっても外国にルーツをもつために日本語が不 自由な人 もいる。年齢か ら見ても,外 国籍住

民 には幼児か らお年寄 りまでがいて,直 面 している問題や社会参加の仕方,ア イデンティテ ィの問題な

どはそれぞれに異 なる。こうした点はやや もすれば見逃 されがちであるが,本 セ ッシ ョンを通 じて,共

生社会の創造に向けて多様な視点か らの検討が必要であることを改めて確認することがで きたように思

う。(富 谷玲子)
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m.第2回 国際 シ ンポジ ウムの概 要

第2回 国 際 シ ンポ ジウ ム:「 外 国籍住 民 との共生 社 会 の創造 」

(人間科学部設置予定記念)
～ 「滞 日LATINOS」 と外国籍住民の 「人権」問題 を中心 に～

主催 人間科学部(設 置予定),「 外国籍住民 との共生社会の創造」研究会

記

日時:2005年11月26日(土)～27日(日)

場所:神 奈 川大学 み な とみ らいエ クステ ンシ ョンKUポ ー トス クエ ア ー

(横浜 み な とみ らい地 区,ク イー ンズ タ ワーA,14F)

第1日=「 滞 日LATINOS」 の諸問題 につ いて議論 する

午前10:00～10:10主 催者挨拶

10:10～12:40

報告1.「 顔のみえない定住化」 首都大学東京講師 丹野清人氏

報告2.滞 日ブラジル人 と 「多文化共生」IPC編 集部長 鎌田ファチマ氏

午後13:40～16:00

報告1.藤 沢市における多文化理解教育の可能性 文教大学助教授 山脇千賀子氏

報告2.滞 日中南米人の身近 な問題IPC記 者 堀 ロ江利氏

16:10～17:00討 論

第2日=外 国籍住 民の 「人権 」問題につ いて議論 する

午前10:00～12:30

報告1.「 在留資格」を欠 く子 どもたち かながわ外国人教育相談 高橋徹氏

報告2.日 本の出入国管理制度をみつめる 弁護士 関聡介氏

午後13:30～16:00

報告1.民 族教育の現状 と課題 神奈川朝鮮学校長 萬載星氏

報告2.子 どもの教育権ARC代 表 平野裕二氏

午後16:ユ0～17:00討 論

(1)第1日 「滞 日LATlNOS」 の諸問題 につ いて

これまで,在 日外 国人 との共生問題については,主 に法制度等 の受 け入れ体制不備の是正の問題 とし

て,あ るいは異文化理解,多 文化主義,「 グローカリゼーシ ョン」 という言葉に代表 される文化 の変容

や相互浸透 といった観点か ら論 じられることが多かった。 しか し,日 本 に在住する日系人労働者は他の

在 日外国人 とは異なる固有の特徴 を備えている。そ こか ら,「共生」問題 を議論するためのあ らたな視

座の必要性が浮かび上が って くる。

日系出稼 ぎ労働者が急増 したのはバ ブル経済期の1990年 の入管法改定 による。 この改定 によって 日

系人の単純労働就労が可能にな り,そ の多 くが下請け企業に雇 われたため,居 住区 も名古屋,静 岡,群
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馬など中部地方や関東地方に集 中した。 この集住性 も彼 らの重要な特徴である。現在,そ の数は,ブ ラ

ジル人 を中心 に,ペ ルー人,ボ リビア人など,30万 人 を超える。

これ らの人々は一般的には,ブ ラジル人,ペ ルー人 とい うように国籍で呼 ばれることが多いが,今 回

の シンポジウムでは 「滞 日ラテ ィーノス」 という呼称 を使 った。それ は,90年 の改正入管法では日系

人 という限定が設 けられているものの,配 偶者の就労 も可能であ り,ま た,戸 籍の偽造等により入国す

る者 も少な くないか らである。 また,そ こには,デ カセギのため帰国を前提 として来日しなが ら,滞 在

が長期化 しているという意味 も込め られている。

滞 日ラティーノスは業務請負業者の手で来 日し,日 本企業に労働力 として手配 される。 これがアジア

人等の他の資格外就労者 とは大 き く異なる特徴であ り,そ こから彼 ら固有 の悩みや問題 も出て くる。そ

こだけではな く,彼 らはバ ブル経済崩壊後 に成立 した新たな雇用構造 にうま くス タビライズ されている。

これは日本人 自身の雇用問題に も重大な影響 を及ぼす。

そこで今回のシンポジウムでは,こ の固有の就業形態 を基礎 に据 え 「共生」について考えるとい う観

点か ら,プ ログラムを以下のように設定 した。

-
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首都大学東京講師 丹野清人氏 「顔のみえない定住化」

IPC編 集部長 鎌 田ファチマ氏 「滞 日ブラジル人 と"多 文化共生"」

文教大学助教授 山脇千賀子氏 「藤沢市 における多文化理解教育の可能性」

IPC記 者 堀 ロ江利氏 「滞 日中南米人の身近 な問題」

(IPC紙 は滞 日日系人向けの週刊紙で,ポ ル トガル語版 とスペイン語版がある)

丹野氏 によれば,業 務請負業者 によって各企業 に 「手配」 され る滞 日ラテ ィーノスは,企 業の必要 に

応 じて自由に増減で きる,極 めてフレクシブルな労働力である。彼 らは請負業者 と契約 を結ぶのであっ

て,日 本 の企業 とではない。企業に とって彼 らは 「人数」 として しか捉 えられない,「 名前のない」労

働力なのである。「顔の見 えない定住化」 とは,ま ずのこのことを指す。

それだけではない。彼 らは使 い捨 ての労働力であ り,し か も,日 本人が就労 したが らない職種や時間

帯 を埋めるために雇用 される。就業時間は深夜や週末 にも及ぶため,近 隣の住民す ら接触する機会は少

ない。そればか りか,請 負業者は多数の企業 と契約 し,企 業側の要請があればどこにで も労働力 を派遣

す る。そのためラティーノスの就労先 は日本企業側の需要次第でめ まぐる しく変わ り,居 住地を転々 と

す ることになる。

この ような極 めて不安定な就労形態の もとで,彼 らは 「帰 りたいのに帰れない」 まま,5年,10年

と長期 間,滞 在することになる。

鎌田氏は,滞 日ラティーノス向け週刊紙IPCの 編集長 としての経験か ら,主 にブラジル人について

報告 した。 なかで も滞在期間の長期化 については,高 齢化の進行,2世 のアイデ ンテ ィティ分裂 による

生活の退廃 など新 たな問題が発生 し,深 刻化 してお り,定 住す るか否か を決定する時期に来ているとい

う。 しか し,日 本 は外国人労働者にたいする 「社会的排除」の国であ り,滞 日ラティーノスの 「ゲ ット

ー」の形成が懸念 される。そ うなれば 「社会的爆発」 は避 けられない。

山脇氏はペルー人やブラジル人などが集住する藤沢市における外国籍児童への教育の取 り組みについ

て明 らかに したが,日 本 における教育現場の状況 はきわめて不十分であ り,「先進的」 とされる藤沢市

です ら教員やボランティア団体 などの個人的取 り組みに支えられている。 しか も,ほ とん ど日本語指導

に限定 されてお り,教 育方法の確立や教育システムの整備が急務であるにもかかわ らず,行 政の側の意

識は稀薄である。

これ まで下請け企業の期間工に集中 していた滞 日ラティーノスも,バ ブル経済崩壊後 は弁当屋や魚介

類の処理等々,職 業が多様化 してお り,そ れ とともに居住地域 も従来 にはほ とんど在住者のいなかった
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県や町村 に拡散 し始めてお り,そ の分,学 齢期のラテ ィーノス児童の数が少 なくなる。そ うなれば,教

育の場での取 り組みは悪化せざるを得 ない。

IPC紙 のスペイン語版記者である堀口氏は,日 常の取材や日々新聞社 に寄せ られる身の上相談か ら

得 られた,ペ ルー人やボ リビア人などの出稼 ぎ者の生活状況について具体例 を提示 した。病気 の家族 を

抱 えなが ら保険料が支払えず国民健康保険 を脱退する,自 動車の強制保険に加入で きないため交通事故

を起 こした場合に被害者に賠償金が支払 われない,離 婚による母子家庭が増加 している,デ カセギによ

り家族が解体 してお り母国に戻れない等 々……,生 々 しい現実か ら 「社会的爆発」が醸成 されつつある

こ とが明 らかになった。

日本人自身の雇用への影響 について,丹 野氏によれば,現 在の ところ,日 系請負労働者 と日本人労働

者 との住み分けは一応,維 持 されている。たとえば期間工であって も日本人には正規雇用や賃上 げな ど

への道が開かれているが,業 務請負業者 を通 じて 「手配」 されるラティーノス にはその 可能性 は無い。

だが2004年4月 の派遣労働者法改定後,従 来外 国人労働者 を使 っていた深夜労働 に日本人女性 の配置

が増 えてお り,ま た,日 本人 と滞 日ラテ ィーノスの賃金格差は徐々にな くな り始めている。

教育問題 に実践的に取 り組んでいる山脇氏は外 国人への施策が 日本社会を変えると主張す る。 これは

教育 に限 られない。バブル経済時代 にいわゆる3Kで の労働力不足 を補 うために導入 された日系出稼 ぎ

労働者 は,バ ブル経済崩壊後,と くに 「構造改革」による雇用構造の変動のなかでうまく利用 されてき

た。 しか し,丹 野氏 の調査で明 らかなように,口 本人の労働条件が対 日ラテ ィーノスに接近 しつつある

とすれば,外 国人移住者 を 「他者」 として捉 えた従来の 「共生論」 を超えることが求められる。

(後藤政子)

(2)第2日 一 外国籍住 民の 「人権 」問題 につい て

2日 目は 「外国籍住民 の 『人権』問題 について議論する」 とい う共通テーマの もとに,午 前,午 後,

それぞれお二方の専 門家か らご報告 をいただき討論 を行 なった。午前は在留資格 をめ ぐる諸問題,午 後

は教育問題 に焦点を当て,現 状の把握 と共生社会の創造 に向けた今後の課題 を論ずることが2日 目の企

画の趣旨であ り,充 実 した報告 と討論 により所期の目的は達成 されたもの と自負 している。

以下,報 告順 に従 って,そ の概要 と意義 を報告する。

1高 橋徹 「在留資格のない子 どもたちと家族」

「かながわ外 国人教育相談」 で豊富 な実務経 験を積み重ねて きている高橋氏 は,在 留資格のない子 ど

もたちがなぜ生ずるのかについて法的な背景説明 を行 なうことか ら報告 を始めた。中国人帰国者の呼び

寄せ家族 ・継子 ・養子,日 本人 もしくは永住者の継子,超 過滞在者の子 ども,難 民申請者の子 ども,と

4つ の場合に分 けて具体的に説明が なされた。在留資格の欠如 は摘発 ・収容 さらに送還にまで直結する

のだが,高 橋報告は次いでその実態 を具体 的な数字 をあげなが ら動的 に描写する。現職の高校教員で も

ある高橋氏 は,最 後 に,在 留資格のない子 どもたちへの学校や地域の支援 を広 げる際の問題点,そ の克

服の方法 を論 じた。在留資格がないことは違法だ とい うこと,し たがってそうした違法な存在の人々を

支援することはで きない,と いう思考 に対 して,在 留特別許可を求めることはなん ら違法ではな くむ し

ろ法 にかなった行動であ り,子 どもたちにはそ もそも罪はない,と いった対抗 的思考 を提示することで

事態が打開で きるとい う指摘が なされた。この対抗的思考 は運動 を支え広 げる論理 として非常に重要で

ある。また,討 論の際に,非 正規滞在者の存在 を通報する義務 は私人にはない こと,さ らに,公 務員 に

ついて も本来の行政 目的を達成で きない場合には通報は控 えるようになっているということが紹介 され

た。

2関 聡介 「日本の入国管理制度 を見つめる～厳 しさを増す出入国管理制度 と問題点」

日本 の出入国管理制度について詳 しい弁護士の関氏 は,日 本の入管実務が厳 しさを増 していることを,

多 くの資料 を提示 しなが ら実証的かつ説得的に論 じた。法令の概 要,裁 判例の変遷などがわか りやす く
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解説 されるとともに,特 に興味 を呼んだのは,2000年 の第2次 出入国管理基本計画 と2005年 の第3次

出入国管理計画 とのコン トラス トである。「出入国管理行政の主要な課題 と今後の方針」について第2

次計画は 「1国 際化 と社会のニーズに応 える外 国人受入れの円滑 な実現」 となっていた ところ,第3

次計画ではそれが 「我が国が必要 とする外 国人の円滑 な受入れ」 にな り,さ らに,「3学 術 ・文化 ・

青少年交流の推進 と留学生 ・就学生の積極的 な受入れ,4長 期にわた り我が国社会に在留す る外国人

の定着の円滑化」が 「4留 学生 ・就学生の適正な受入れ,6長 期 にわた り我が国社会に在留する外

国人への対応」へ と変わった ことが指摘 された。また,「 不法滞在者への現実的かつ効果的な対応」 も

「強力な水際対策の推進及び不法滞在者の大幅な縮減 を通 じた我が国の治安 を回復す るための取組」 に

改 まるなど,管理の強化 に重点が移行 していることをはっきりと映 し出す箇所が丁寧に解 きほ ぐされた。

今後は 「テロ対策」 をキーワー ドに様々な対策が出て くることへの懸念 も表 されている。関氏はまた,

教育や医療 を含む,在 日外国人 をめ ぐる諸問題の所在 を明 らかにし,最 後 にマスコミや弁護士会の動 き

を紹介 して報告 を終えた。「民族教育 ・多文化共生教育」 と 「同化」のかかわ りをどう捉 えるべ きかな

どについて,関 報告 に触発 されフロアーから意見が述べ られた。

3禺 載星 「正 しい歴史認識 と真の友好親善 の確立一 一神奈川朝鮮学園60年 の歩みと今 日的課題」

神奈川朝鮮 中高級学校長である禺載星氏 は,な ぜ多 くの朝鮮 ・韓国人が 日本 に住んでいるのかについ

てその歴史的事情 か ら報告 を始め,「 在 日」朝鮮 ・韓国人が現在にいたるまで日本の保護 ・保障 を受け

られないままに来ていること,そ して朝鮮人 に対す る負のイメージが戦争 ・植民地支配への責任 を放置

して きたことに由来する旨を説 いた。禺報告は次いで,民 族教育 を守ろうとする人々の運動が朝鮮人学

校の設立 につながったことを確認 しながら,現 在において も朝鮮人学校が教育基本法第1条 の私立学校

として認め られ ないなど,差 別的処遇 を受 け続 けていることを明 らか にする。 もっとも,地 元 自治体

(神奈川県,横 浜市)は 日朝関係が冷え込んだ ときであって も朝鮮人学校 に好意的な姿勢 を崩 さず,側

面か ら支援 を一貫 して提供 しているとのことで,東 京都 とはだいぶ状況が違 うようである。 また,近 隣

の地元中高校 との交流な どを通 じ,朝 鮮人学校が地域の一員 として確固たる認知 を受けていることも明

らかにされた。禺氏 は最後に,日 朝 間の友好親善関係確立の意義 を訴 えて報 告を終えた。報告後の討論

では,朝 鮮人学校のカリキュラム(た とえば歴史教育や語学教育など)の 実態についての質問があ り,

これに対する応答な どを通 じ,朝 鮮人学校への理解がいっそう深 まった。少 なからぬ参加者がその よう

な感想 を口に していた。

4平 野裕二 「外国籍の子 どもの学習権/教 育に対 する権利」

子 どもの権利 のために闘 うNGO・ARC代 表の平野氏は,子 どもの権利条約や社会権規約(経 済的,

社会的及び文化 的権利 に関す る国際規約)な どに定め られた子 どもの権利 としての学習権の権利内容 を

まず解説 した。特 に社会権規約委員会の一般的意見13(1999年)を 素材 に,こ の権利が多彩 な側面 を

もつことを解 き明か したのだが,そ の中で,受 入れ可能性 の見地か ら 「学習過程お よび教育方法を含む

教育の形式および内容は,生 徒 にとって,お よび適切な場合 には親にとって受入れ可能なものでなけれ

ばならない」 ことが指摘 され,適 合可能性の見地か ら 「教育は,変 化する社会および地域のニーズに適

合 し,か つ多様 な社会的 ・文化的環境に置かれている生徒 のニーズに対応で きるよう,柔 軟なものでな

ければならない」 ことが指摘 されたことは,朝 鮮人など外 国人の了 どもの教育 を考えるうえで特 に重要

なことと思われた。 また子 どもの権利条約29条 は教育の目的に関 して 「児童の父母,児 童の文化的同

一性
,言 語及び価値観,児 童の居住国及び出身国の国民的価値観並 びに自己の文明 と異 なる文明に対す

る尊重を育成すること」や平和 ・友好 ・平等意識の酒養 を強 く求めてお り,こ うした観点から,近 時の

教育法 「改正」への潮流が国際法的に重大な問題 を孕んでいるこ と,同 時に,民 族教育などへの配慮が

欠かせないことが説得的に論 じられた。朝鮮人学校の差別的処遇 について,人 権条約の履行 を監視す る

国際的機関から繰 り返 し非難がなされ是正が勧告 されていることも紹介 された。
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以上の報告を踏まえ,最 後に全体討論が行なわれた。 ここでは,日 本 における外国人の管理が,と り

わけ出入国管理の場面で強化 されてきていることや,教 育面での統制が進んでいることが確認 され,し

か しその一方で,国 レベルだけに目をやっていたのでは視野に入 らない風景 ・可能性が 自治体や市民の

間に広がっている という大切な指摘 もなされた。報告者のみならず,聴 衆 として参加 していただいた多

くの方々から貴重 な意見や情報提供があ り,活 発 な意見交換 のうちに討論 を終 えることがで きた。

(阿部浩 己)
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